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北
方
領
土
問
題
に
係
る
我
が
国
の
対
応
の
変
遷
等
に
つ
い
て
の
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
認
識
等
に
関
す
る

質
問
主
意
書

外
務
省
の
広
報
冊
子
「
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
」
に
は
、
北
方
領
土
問
題
に
係
る
我
が
国
の
対
応
に
つ
い
て
「
交
渉
に
当
た

り
、
我
が
国
は
、
ロ
シ
ア
側
が
九
一
年
後
半
以
降
示
し
て
き
た
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
踏
ま
え
、
北
方
四
島
に
居
住
す
る
ロ
シ

ア
国
民
の
人
権
、
利
益
及
び
希
望
は
返
還
後
も
十
分
に
尊
重
し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
、
四
島
の
日
本
へ
の
帰
属
が
確
認
さ
れ
れ

ば
、
実
際
の
返
還
の
時
期
、
態
様
及
び
条
件
に
つ
い
て
は
柔
軟
に
対
応
す
る
考
え
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
つ
つ
、
柔
軟
か
つ
理

性
的
な
対
応
を
と
り
ま
し
た
。
」
と
、
一
九
九
〇
年
代
に
お
い
て
、
北
方
領
土
問
題
に
係
る
我
が
国
の
対
応
は
変
化
し
た
と
の

記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

我
が
国
が
前
文
の
「
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
対
応
を
と
る
様
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
か
、
そ
の
正

確
な
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

一
九
五
一
年
九
月
八
日
、
我
が
国
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
署
名
し
、
翌
一
九
五
二
年
、
国
際
社
会
へ
の
復
帰

を
果
た
し
た
。
我
が
国
が
独
立
し
た
一
九
五
二
年
か
ら
一
の
時
期
に
至
る
ま
で
、
我
が
国
と
し
て
、
ど
の
様
な
ス
タ
ン
ス
で

北
方
領
土
問
題
に
対
応
し
て
い
た
か
説
明
さ
れ
た
い
。

一



三

一
九
五
二
年
当
時
の
日
ソ
関
係
は
ど
の
様
な
状
態
に
あ
っ
た
か
、
外
務
省
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

ソ
連
邦
が
崩
壊
し
、
後
継
国
と
し
て
ロ
シ
ア
連
邦
が
成
立
し
た
当
時
、
日
ロ
関
係
は
ど
の
様
な
状
態
に
あ
っ
た
か
、
外
務

省
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

現
在
の
日
ロ
関
係
は
ど
の
様
な
状
態
に
あ
る
か
、
外
務
省
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

本
年
五
月
三
十
日
、
麻
生
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
は
横
浜
市
内
で
、
同
月
二
十
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
自
身
が
「
北
方

四
島
で
は
ロ
シ
ア
に
よ
る
不
法
占
拠
が
続
い
て
い
る
」
と
述
べ
た
こ
と
を
受
け
、
同
月
二
十
九
日
、
ク
レ
ム
リ
ン
で
行
わ
れ

た
新
任
駐
ロ
シ
ア
特
命
全
権
大
使
の
信
任
状
奉
呈
式
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が
挨
拶
の
中
で
、

「
（
北
方
四
島
の
）
ロ
シ
ア
の
主
権
を
疑
問
視
す
る
日
本
の
試
み
は
交
渉
継
続
を
促
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
我

が
国
を
批
判
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
、
「
日
本
の
公
式
見
解
だ
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ご

ち
ゃ
ご
ち
ゃ
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
日
本
が
独
立
し
た
昭
和
二
十
七
年
か
ら
同
じ
こ
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
」
と
の
発

言
（
以
下
、
「
麻
生
発
言
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
麻
生
発
言
」
の
中
の
「
日
本
が
独
立
し
た
昭
和

二
十
七
年
か
ら
同
じ
こ
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
様
な
意
味
を
指
し
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

七

北
方
領
土
は
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
残
滓

二



と
し
て
、
現
在
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
実
行
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
「
麻
生
発
言
」
に
は
「
日
本
の
公
式

見
解
だ
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
」
と
あ
る
が
、
北
方
領

土
は
日
ロ
の
係
争
地
域
で
あ
る
と
の
認
識
を
日
ロ
が
共
有
し
、
話
し
合
い
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
と
合
意
を
し
て

い
る
。
こ
の
様
な
中
、
「
麻
生
発
言
」
は
、
北
方
領
土
問
題
の
解
決
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


